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一　

名
古
屋
城
普
請
の
研
究
と
史
料

　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
関
ヶ
原
の
戦
い
以
後
、
徳
川
家
康
は
諸
大
名
を
動
員

し
て
、
伏
見
城
、
彦
根
城
、
駿
府
城
、
丹
波
篠
山
城
、
そ
し
て
名
古
屋
城
と
い
っ
た

大
規
模
な
城
郭
普
請
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
推
し
進
め
た
。
こ
れ
ら
の
築
城
普
請
は
研
究
史

上
「
公
儀
普
請
」「
天
下
普
請
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
慶
長
十
五
年

に
行
わ
れ
た
名
古
屋
城
の
石
垣
普
請
は
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
前
田
利
常
、
加
藤

清
正
、
池
田
輝
政
、
細
川
忠
興
な
ど
、
西
国
・
北
国
か
ら
二
十
も
の
大
名
が
動
員
さ

れ
、
長
大
な
石
垣
を
短
期
間
の
う
ち
に
築
き
上
げ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

名
古
屋
城
普
請
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
や
著
作
は
、
古
く
は
建
築
史
家
の
城
戸
久

に
よ
る
戦
前
の
著
作（

１
）

か
ら
近
年
に
至
る
ま
で
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
な
か
で
も

一
九
五
九
年
の
天
守
閣
再
建
に
合
わ
せ
て
名
古
屋
市
に
よ
っ
て
編
集
・
刊
行
さ
れ
た

『
名
古
屋
城
史（

２
）』と

、日
本
名
城
集
成
の
一
冊
と
し
て
一
九
八
五
年
に
刊
行
さ
れ
た『
名

古
屋
城（

３
）』

は
、
各
段
階
に
お
け
る
通
史
的
・
総
合
的
な
研
究
と
し
て
、
今
な
お
基
礎

と
な
る
重
要
な
文
献
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
『
新
修
名
古
屋
市
史
』『
愛
知
県
史
』

な
ど
の
自
治
体
史（

４
）や

、
名
古
屋
城
天
守
閣
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
特
別
展
図
録（

５
）、

石

垣
に
用
い
ら
れ
た
石
切
場
や
石
材
種
の
検
討
お
よ
び
刻
紋
石
の
研
究（

６
）な
ど
、
名
古
屋

城
普
請
に
関
す
る
著
作
を
個
別
に
挙
げ
れ
ば
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
報
告
書
に
掲
載
し
た
各
論
考
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
名

古
屋
城
普
請
に
つ
い
て
、
一
つ
一
つ
の
事
実
を
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と

い
う
基
礎
的
な
作
業
が
十
分
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

序
論
―
「
現
場
」
か
ら
み
た
名
古
屋
城
石
垣
普
請

木
村　

慎
平

　

そ
の
要
因
の
一
つ
は
、多
く
の
大
名
が
分
担
し
た
公
儀
普
請
の
性
格
を
反
映
し
て
、

名
古
屋
城
普
請
に
関
す
る
一
次
史
料
が
、
普
請
を
担
っ
た
助
役
大
名
や
そ
の
家
臣
の

家
な
ど
に
分
散
し
て
伝
わ
っ
た
た
め
、
総
合
的
な
史
料
の
分
析
が
十
分
に
行
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
築
城
普
請
に
関
す
る
史
料
の
面
で
は
『
日

本
名
城
集
成　

名
古
屋
城
』
の
巻
末
に
付
さ
れ
た
編
年
の
史
料
一
覧
が
今
な
お
基
礎

的
な
史
料
集
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
史
料
の
ほ
と
ん
ど
は
既
刊
の
編
纂

物
を
典
拠
と
し
て
お
り
、
三
十
年
以
上
前
に
お
け
る
刊
行
史
料
の
水
準
を
反
映
し
て

い
る
と
い
う
限
界
が
あ
る（

７
）。
当
時
は
各
地
の
文
書
の
整
理
や
研
究
が
十
分
に
進
ん
で

お
ら
ず
、
刊
行
済
み
の
編
纂
物
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

幸
い
な
こ
と
に
近
年
、
助
役
大
名
や
そ
の
家
臣
の
家
に
伝
わ
っ
た
文
書
の
整
理
・

研
究
が
急
速
に
進
ん
で
お
り
、『
名
古
屋
城
史
』
や
『
日
本
名
城
集
成　

名
古
屋
城
』

が
編
纂
さ
れ
た
時
代
と
比
較
し
て
、
そ
の
利
用
が
格
段
に
容
易
に
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
整
理
・
調
査
の
過
程
で
、
名
古
屋
城
普
請
関
係
の
史
料
に
限
っ
て
も
、
新
た

な
史
料
の
発
見
が
相
次
い
で
い
る（

８
）。
本
報
告
書
は
、
こ
う
し
た
近
年
の
成
果
を
踏
ま

え
、
史
料
に
基
づ
い
て
名
古
屋
城
石
垣
普
請
の
プ
ロ
セ
ス
を
再
検
討
す
る
足
掛
か
り

を
築
く
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て
い
る
。
本
報
告
書
の
各
論
考
を
一
読
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
新
た
な
史
料
を
活
用
し
た
成
果
で
あ
る
こ
と
が
理
解
し
て

い
た
だ
け
る
は
ず
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
こ
う
し
た
検
討
が
研
究
史
上
に
お
い
て
い

か
な
る
意
義
を
も
つ
の
か
を
論
じ
た
い
。

二　
「
現
場
」
か
ら
み
た
公
儀
普
請

　

名
古
屋
城
を
含
む
慶
長
期
に
お
け
る
徳
川
主
導
の
城
郭
普
請
の
特
質
と
し
て
よ
く

指
摘
さ
れ
る
の
が
「
豊
臣
包
囲
網
」「
大
坂
包
囲
網
」
と
い
う
位
置
づ
け
あ
る
。
関

ケ
原
合
戦
後
に
お
け
る
城
郭
普
請
を
、
大
坂
の
豊
臣
秀
頼
に
対
す
る
軍
事
的
な
備
え
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と
み
な
す
見
方
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
城
郭
史
研
究
で
は
も
う
少
し
丁
寧
な
段
階
論
が
唱
え
ら

れ
て
い
る
。
例
え
ば
近
年
の
通
史
で
あ
る
『
日
本
城
郭
史
』
は
、
関
ケ
原
合
戦
か
ら

元
和
寛
永
期
ま
で
の
公
儀
普
請
に
よ
る
城
郭
普
請
を
三
段
階
に
整
理
し
て
い
る（

９
）。

第

一
段
階
は
関
ケ
原
合
戦
か
ら
慶
長
十
年
ま
で
で
あ
り
、
伏
見
城
・
二
条
城
・
加
納
城
・

福
井
城
・
彦
根
城
・
膳
所
城
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
関
ケ
原
合
戦
の
復
興
と
い
う

べ
き
築
城
で
あ
り
、
大
坂
包
囲
網
と
い
う
性
格
は
薄
い
と
す
る
。
第
二
段
階
は
江
戸

城
・
駿
府
城
・
名
古
屋
城
・
丹
波
篠
山
城
な
ど
大
坂
の
陣
ま
で
に
築
か
れ
た
城
で
あ

る
。こ
の
時
期
に
は
豊
臣
家
と
の
対
決
や
西
国
大
名
へ
の
備
え
が
念
頭
に
あ
っ
た
が
、

名
古
屋
城
な
ど
は
街
道
整
備
の
延
長
線
上
と
も
評
価
で
き
る
と
す
る
。
第
三
段
階
は

大
坂
の
陣
以
後
の
江
戸
城
・
大
坂
城
・
二
条
城
・
彦
根
城
の
整
備
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
豊
臣
家
滅
亡
後
の
政
治
拠
点
整
備
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る（

（（
（

。

　

こ
う
し
た
段
階
論
と
は
別
に
、
笠
谷
和
比
古
氏
は
「
公
儀
」
の
あ
り
方
と
い
う
視

点
か
ら
、
当
該
期
の
公
儀
普
請
の
位
置
づ
け
に
論
及
し
て
い
る（

（（
（

。
笠
谷
氏
は
関
ケ
原

合
戦
か
ら
大
坂
の
陣
ま
で
の
国
制
を
「
豊
臣
＝
関
白
型
公
儀
」
と
「
徳
川
＝
将
軍
型

公
儀
」
が
並
立
す
る
「
二
重
公
儀
体
制
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
特
に
城
郭
普
請
に

関
連
し
て
、
白
峰
旬
氏
の
研
究（

（（
（

を
踏
ま
え
て
、
慶
長
十
一
年
の
江
戸
城
普
請
に
お
い

て
豊
臣
秀
頼
系
の
普
請
奉
行
が
、家
康
系
・
秀
忠
系
の
奉
行
と
と
も
に
普
請
に
加
わ
っ

た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
将
軍
の
居
城
た
る
江
戸
城
の
普
請
が
秀

頼
の
同
意
・
協
力
の
も
と
に
行
わ
れ
、
秀
頼
が
徳
川
将
軍
家
と
と
も
に
公
儀
を
分
有

し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
他
の
城
郭
普
請
に
つ
い
て
も
、
幕

府
は
諸
大
名
に
対
し
て
軍
役
に
準
じ
る
か
た
ち
で
賦
課
し
た
の
に
対
し
、
秀
頼
に
同

様
の
形
で
賦
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
慶
長
期
に
お
け
る
公
儀
普
請

は
主
宰
者
と
大
名
と
の
主
従
関
係
を
前
提
に
、
大
名
が
家
臣
団
や
人
足
を
率
い
て
普

請
に
従
事
す
る
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
秀
頼
が
こ
の
よ
う
な
形
で
動
員
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
秀
頼
と
他
の
大
名
と
の
間
に
は
質
的
な
差
異
が
存

在
し
た
と
す
る
。

　

こ
こ
で
二
重
公
儀
体
制
論
全
体
に
つ
い
て
検
討
す
る
準
備
は
な
い
が（

（（
（

、
慶
長
期
の

公
儀
普
請
は
大
名
み
ず
か
ら
従
事
す
る
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
う
点
は
重
要
で
あ

る
。
そ
れ
は
普
請
の
工
程
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
及
川
亘
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
大
名
自
身
が
現
場
監
督
す
る
こ
と
を
意
味
し
た（

（（
（

。
す
な
わ
ち
軍
役
が
大
名
に
賦

課
さ
れ
る
場
合
、
大
名
自
身
が
石
高
に
応
じ
た
軍
勢
を
率
い
て
馳
せ
参
じ
る
の
と
同

様
、
こ
の
時
期
の
公
儀
普
請
に
お
い
て
は
助
役
大
名
自
ら
現
場
の
指
揮
を
執
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
慶
長
期
の
公
儀
普
請
に
お
い
て
は
合
戦
同

様
、
大
名
自
身
の
家
臣
に
対
す
る
統
率
力
や
築
城
に
関
す
る
知
識
、
と
も
に
普
請
す

る
他
大
名
や
公
儀
普
請
奉
行
と
の
関
係
が
、
普
請
を
実
現
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味

を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
大
名
個
人
（
な
い
し
は
そ
の
近
臣
）

の
資
質
や
知
識
、
人
脈
を
次
世
代
に
い
か
に
継
承
す
る
か
も
課
題
と
な
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
点
は
本
報
告
書
の
第
二
章
、
第
四
章
で
具
体
的
に
論
及
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
「
公
儀
」
の
在
り
方
と
い
う
観
点
か
ら
、
も
う
一
つ
問
題
と
な
る
の
は
、
公
儀
普

請
の
主
宰
者
が
誰
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
笠
谷
氏
は

江
戸
城
普
請
に
お
け
る
豊
臣
系
普
請
奉
行
の
参
加
を
重
視
し
た
が
、
同
時
に
徳
川
の

な
か
で
も
家
康
系
奉
行
と
秀
忠
系
奉
行
が
並
立
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る（

（（
（

。
慶
長
期
に
お
け
る
公
儀
普
請
奉
行
の
機
能
に
着
目
し
た
白
根
孝
胤
氏
の
研
究（

（（
（

に
よ
れ
ば
、
公
儀
普
請
奉
行
は
秀
吉
に
よ
る
伏
見
城
普
請
以
来
の
人
的
な
連
続
性
が

あ
り
、
そ
れ
は
普
請
奉
行
が
大
名
と
天
下
人
を
中
継
す
る
「
使
番
」
的
な
性
格
を
持

つ
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
慶
長
期
以
降
の
公
儀
普
請
に
お
け
る
普
請
奉
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行
は
、
家
康
付
の
奉
行
と
秀
忠
付
の
奉
行
に
大
別
さ
れ
、
両
者
の
関
与
は
各
城
郭
に

よ
っ
て
異
な
り
、
こ
の
時
期
の
「
公
儀
」
の
在
り
方
が
徳
川
家
の
な
か
で
も
天
下
人

家
康
と
将
軍
秀
忠
の
間
で
分
裂
し
、
過
渡
的
・
流
動
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
白
峰
旬
氏
は
近
世
初
期
の
公
儀
普
請
に
よ
る
築
城
の
体
制

を
通
時
的
に
検
証
す
る
な
か
で
、
名
古
屋
城
普
請
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
論
及
し

て
い
る（

（（
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、普
請
の
発
令
は
駿
府
年
寄
衆
の
奉
書
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、

家
康
か
ら
助
役
大
名
に
対
し
て
普
請
終
了
に
際
し
て
御
内
書
が
発
給
さ
れ
る
な
ど
、

全
体
と
し
て
名
古
屋
城
普
請
は
家
康
主
導
の
体
制
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
加
え

て
普
請
奉
行
が
す
べ
て
家
康
家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

た
だ
し
白
峰
氏
は
、
秀
忠
も
慰
労
の
御
内
書
を
諸
大
名
に
発
給
す
る
な
ど
、
一
定
の

役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
報
告
書
第
三
章
は
、
こ
の
点
に

つ
い
て
普
請
役
に
対
す
る
扶
持
米
の
給
付
と
い
う
観
点
か
ら
新
た
な
光
を
当
て
る
試

み
で
も
あ
る
。

　

以
上
の
研
究
史
を
踏
ま
え
れ
ば
、
一
口
に
「
公
儀
普
請
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
ら

す
べ
て
を
均
質
に
評
価
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
普
請
の
位
置
づ
け
を
論
じ
る
に
は

各
城
郭
の
地
理
的
な
位
置
関
係
の
み
な
ら
ず
、
流
動
的
な
政
治
情
勢
や
個
別
の
城
郭

普
請
に
お
け
る
役
の
賦
課
の
あ
り
方
や
権
限
の
行
使
、
負
担
の
配
分
、
実
際
の
工
事

過
程
な
ど
、「
普
請
の
現
場
」
に
視
点
を
置
い
た
実
証
研
究
を
踏
ま
え
た
評
価
が
不

可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
こ
で
い
う
「
普
請
の
現
場
」
と
は
石
積
み
の
現
場
だ
け
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
公
儀
普
請
が
及
ぼ
す
広
汎
な
影
響
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
石
切
場
や
資
材
運

送
路
と
い
っ
た
工
事
に
直
結
す
る
「
現
場
」
は
も
ち
ろ
ん
、
資
金
調
達
や
労
働
力
確

保
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
各
大
名
の
領
国
、
普
請
の
方
向
性
を
決
め
る
江
戸
や
駿

府
（
場
合
に
よ
り
大
坂
、
伏
見
）
の
動
向
な
ど
も
「
現
場
」
に
含
め
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
広
義
の
「
普
請
の
現
場
」
に
視
点
を
置
く
こ
と
で
、

普
請
の
主
宰
者
と
諸
大
名
あ
る
い
は
大
名
同
士
の
関
係
と
い
う
政
治
的
側
面
、
労
働

力
編
成
や
資
金
調
達
・
物
資
運
搬
と
い
っ
た
普
請
を
支
え
る
社
会
経
済
的
側
面
、
石

切
・
石
積
み
な
ど
の
技
術
的
側
面
、
さ
ら
に
は
当
該
期
の
大
名
家
が
家
臣
団
内
部
や

世
代
間
に
抱
え
た
軋
轢
や
矛
盾
と
い
っ
た
諸
問
題
を
、
横
断
的
に
関
連
付
け
て
理
解

す
る
視
野
が
開
け
る
と
考
え
る（

（（
（

。
本
報
告
書
は
こ
う
し
た
問
題
を
全
面
的
に
考
察
し

え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
論
考
は
こ
う
し
た
課
題
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
名
古

屋
城
普
請
の
現
場
に
視
点
を
お
い
て
、
具
体
的
に
検
討
を
試
み
た
成
果
で
あ
る
。

　
三　

本
報
告
書
の
概
要

　

本
報
告
書
に
掲
載
し
た
各
論
考（
コ
ラ
ム
を
除
く
）・
コ
メ
ン
ト
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
は
、
令
和
三
年
十
二
月
九
日
に
実
施
し
、
同
四
年
二
月
一
日
にY

ouT
ube

名
古

屋
城
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
お
い
て
動
画
を
公
開
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
史
料
が
語
る

　

名
古
屋
城
石
垣
普
請
の
現
場
」
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
口
頭
報
告
で
は

十
分
に
意
を
尽
く
せ
な
か
っ
た
論
点
や
、
そ
の
後
の
意
見
交
換
を
経
て
修
正
を
要
す

る
と
判
断
し
た
論
点
に
つ
い
て
は
、
各
執
筆
者
の
判
断
で
加
筆
や
訂
正
を
お
こ
な
っ

た
。
合
わ
せ
て
、
本
報
告
書
に
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
に
関
連
す
る
コ
ラ
ム
を
四

本
掲
載
し
た
。
以
下
、
各
章
の
内
容
を
略
述
し
て
お
く
。

　

第
一
章
の
服
部
論
文
は
「
天
下
普
請
」「
公
儀
普
請
」
の
用
語
例
や
歴
史
的
位
置

づ
け
を
検
討
し
た
う
え
で
、
名
古
屋
城
普
請
の
過
程
を
諸
史
料
に
基
づ
い
て
再
検
討

し
て
い
る
。
と
く
に
卯
月
十
八
日
付
「
名
古
屋
御
城
御
普
請
衆
御
役
高
ノ
覚
」
を
慶

長
十
四
年
に
比
定
し
、
慶
長
十
四
年
四
月
の
段
階
で
す
で
に
縄
張
り
が
お
お
か
た
決

定
し
、助
役
大
名
が
確
定
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。
こ
れ
が
妥
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
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名
古
屋
城
普
請
の
経
過
を
大
き
く
遡
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る（

（（
（

。

　

第
二
章
の
及
川
論
文
で
は
、
諸
大
名
の
普
請
丁
場
を
示
し
た
「
名
古
屋
御
城
石
垣

絵
図
」
を
素
材
に
、
丁
場
割
り
の
決
定
過
程
や
、
そ
こ
か
ら
よ
み
と
れ
る
大
名
同
士

の
関
係
性
を
検
討
し
て
い
る
。
丁
場
割
り
の
決
定
過
程
は
幕
府
の
一
方
的
な
判
断
に

よ
る
の
で
は
な
く
、
大
名
同
士
の
序
列
や
友
好
関
係
な
ど
を
考
慮
し
て
、
諸
大
名
と

公
儀
普
請
奉
行
の
協
議
・
調
整
に
よ
っ
て
確
定
し
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
補

論
で
は
、
第
一
章
で
服
部
氏
が
慶
長
十
四
年
に
比
定
し
た
「
役
高
ノ
覚
」
の
年
代
は

慶
長
十
五
年
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

第
三
章
の
堀
内
論
文
は
、
名
古
屋
城
普
請
の
際
に
発
給
さ
れ
た
扶
持
米
の
請
取
状

を
分
析
し
、
公
儀
普
請
に
お
け
る
扶
持
米
給
付
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
る
。
名
古

屋
城
普
請
に
お
け
る
大
名
の
扶
持
米
請
取
状
は
二
点
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
他

の
城
郭
に
お
い
て
も
同
種
の
文
書
は
稀
少
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
章
は
こ
の
貴
重

な
史
料
を
素
材
に
、
公
儀
普
請
に
お
け
る
扶
持
米
の
額
の
算
定
基
準
や
、
扶
持
米
を

ど
こ
か
ら
支
出
し
た
か
な
ど
、
基
本
的
な
事
実
を
検
討
し
て
い
る
。

　

第
四
章
の
後
藤
論
文
は
、
細
川
忠
興
・
忠
利
の
動
向
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
大
名
が

名
古
屋
城
普
請
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
検
討
し
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、

細
川
家
は
大
名
家
に
伝
来
し
た
豊
富
な
文
書
群
が
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
、
家
老
松

井
家
の
文
書
も
近
年
急
速
に
整
理
・
調
査
が
進
ん
で
お
り
、
一
大
名
家
の
視
点
か
ら

公
儀
普
請
を
検
討
す
る
最
適
の
事
例
で
あ
る
。
本
章
は
熊
本
大
学
永
青
文
庫
研
究
セ

ン
タ
ー
に
よ
る
近
年
の
調
査
成
果
も
踏
ま
え
て
、
名
古
屋
城
普
請
に
お
け
る
細
川
家

の
生
々
し
い
動
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

以
上
は
あ
く
ま
で
本
報
告
書
の
総
括
的
な
位
置
づ
け
を
、
編
者
の
限
ら
れ
た
視
点

か
ら
整
理
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
各
論
考
に
は
こ
う
し
た
整
理
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
さ

ま
ざ
ま
な
研
究
関
心
に
応
え
う
る
問
題
提
起
や
史
実
の
提
示
を
含
ん
で
い
る
。「
名

古
屋
城
石
垣
普
請
の
現
場
」
に
視
点
を
置
い
た
本
報
告
書
の
成
果
が
、
幅
広
く
活
用

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

な
お
、
第
一
章
と
第
二
章
に
お
け
る
「
役
高
ノ
覚
」
の
年
代
比
定
を
め
ぐ
る
議
論

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
報
告
書
の
各
論
考
の
間
で
は
必
ず
し
も
見
解
の
一
致
を

み
て
い
な
い
論
点
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
論
争
は
、
よ
り
確
か
な
史
料
解
釈
に
基

づ
く
歴
史
像
を
確
立
す
る
う
え
で
必
要
な
過
程
で
あ
る
と
考
え
、
報
告
書
全
体
と
し

て
、
あ
え
て
統
一
的
な
見
解
を
示
す
こ
と
は
避
け
て
、
各
執
筆
者
の
見
解
を
あ
り
の

ま
ま
に
提
示
す
る
に
と
ど
め
た
。
こ
の
点
は
今
後
と
も
議
論
を
深
め
て
い
き
た
い
。

　

以
上
の
本
文
編
に
加
え
て
、
本
報
告
書
の
末
尾
に
は
「
史
料
編
」
と
し
て
、「
名

古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」（
靖
國
神
社
遊
就
館
蔵
）
の
分
割
図
を
掲
載
し
た
。
こ
の

絵
図
は
名
古
屋
城
石
垣
普
請
に
動
員
さ
れ
た
助
役
大
名
の
担
当
場
所
を
示
し
た
絵

図
の
原
本
で
あ
り
、
及
川
亘
氏
に
よ
っ
て
近
年
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
詳
細

は
第
三
章
を
参
照
）。
本
絵
図
の
図
版
は
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
の（

（（
（

、
長
辺

二
百
五
十
㎝
・
短
辺
二
百
㎝
ほ
ど
の
巨
大
絵
図
で
あ
る
た
め
、
細
部
の
文
字
ま
で
読

み
取
れ
る
図
版
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
報
告
書
で
は
モ
ノ
ク
ロ
図
版
で
は

あ
る
が
、
こ
の
絵
図
の
う
ち
文
字
の
記
載
が
あ
る
部
分
を
十
四
頁
に
わ
た
っ
て
分
割

掲
載
す
る
こ
と
で
、
可
能
な
限
り
文
字
を
読
み
取
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
た
。
本
文
編

と
合
わ
せ
て
本
報
告
書
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
資
す
る
だ
け
な
く
、
今
後
の
研
究

に
活
用
し
て
い
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註（
１
）
城
戸
久
『
名
古
屋
城
』（
彰
国
社
、
一
九
四
三
年
）
な
ど
。

（
２
）『
名
古
屋
城
史
』（
名
古
屋
市
、
一
九
五
九
年
）。

（
３
）『
日
本
名
城
集
成　

名
古
屋
城
』（
小
学
館
、
一
九
八
五
年
）。
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（
４
）『
新
修
名
古
屋
市
史　

本
文
編　

第
３
巻
』（
新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会
、
一
九
九
九

年
）、『
愛
知
県
史　

資
料
編
21　

近
世
７　

領
主
１
』（
愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
、

二
〇
一
四
年
）、『
愛
知
県
史　

通
史
編
４　

近
世
１
』（
同
上
、
二
〇
一
九
年
）
な
ど
。

（
５
）
な
か
で
も
『
巨
大
城
郭　

名
古
屋
城
』（
名
古
屋
城
特
別
展
開
催
委
員
会
、
二
〇
一
三
年
）

は
関
連
す
る
絵
図
や
大
工
棟
梁
中
井
家
の
文
書
な
ど
を
数
多
く
紹
介
し
て
い
る
。

（
６
）
石
材
種
の
分
析
は
市
澤
泰
峰
・
西
本
昌
司
「
名
古
屋
城
石
垣
に
使
わ
れ
て
い
る
岩
石
種
と

産
地
の
推
定
」「
名
古
屋
城
に
お
け
る
石
垣
石
材
の
岩
石
種
構
成
に
つ
い
て
の
予
察
」（『
名

古
屋
市
科
学
館
紀
要
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
八
年
）、
刻
紋
石
に
つ
い
て
高
田
佑
吉
『
名
古

屋
城
石
垣
の
刻
紋
』（
財
団
法
人
名
古
屋
城
振
興
協
会
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
参
照
。

（
７
）
ま
た
、
同
書
の
引
用
史
料
は
出
典
の
表
記
が
あ
い
ま
い
で
、
典
拠
を
探
す
こ
と
が
難
し
い

史
料
が
含
ま
れ
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

（
８
）
及
川
亘
ａ
「
現
場
監
督
す
る
大
名
―
多
久
家
文
書
に
み
る
公
儀
普
請
―
」（『
近
世
前
期
の
公

儀
軍
役
負
担
と
大
名
家
―
佐
賀
藩
多
久
家
文
書
を
読
み
直
す
―
』
岩
田
書
院
、二
〇
一
九
年
）

は
佐
賀
多
久
家
文
書
に
含
ま
れ
る
名
古
屋
築
城
普
請
関
係
史
料
を
、
及
川
亘
ｂ
「
靖
國
神

社
遊
就
館
所
蔵
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
附
属

画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
通
信
』
第
八
十
七
号
、
二
〇
一
九
年
）
は
靖
國
神
社
遊
就
館
が

所
蔵
す
る
「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、
熊
本
大
学
永
青
文
庫
研
究

セ
ン
タ
ー
は
令
和
元
年
、
同
大
学
が
所
蔵
す
る
「
松
井
家
文
書
」
の
調
査
の
な
か
で
、
新

た
に
「
名
古
屋
御
城
御
普
請
衆
御
役
高
ノ
覚
」
を
発
見
し
た
（
口
絵
１
）。

（
９
）
齋
藤
慎
一
・
向
井
一
雄
『
日
本
城
郭
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）。

（
10
）「
大
坂
包
囲
網
」
を
積
極
的
に
主
張
す
る
藤
田
達
生
氏
も
、
家
康
に
よ
る
そ
の
構
想
は
慶

長
十
一
年
を
端
緒
と
し
、
慶
長
十
三
・
十
四
年
の
西
国
に
お
け
る
大
規
模
な
国
替
を
転
換

点
と
し
て
重
視
し
て
い
る
（
藤
田
達
生
『
日
本
近
世
国
家
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、

二
〇
〇
一
年
）。

（
11
）
笠
谷
和
比
古
『
関
ケ
原
合
戦
と
近
世
の
国
制
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
12
）
白
峰
旬
「
慶
長
十
一
年
の
江
戸
城
普
請
に
つ
い
て
」（『
織
豊
期
研
究
』
第
二
号
、
二
〇
〇
〇

年
）。

（
13
）
当
該
期
の
「
公
儀
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
福
田
千
鶴
「
江
戸
幕
府
の
成

立
と
公
儀
」（『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史　

第
１
０
巻　

近
世
１
』
岩
波
書
店
、二
〇
一
四
年
）

を
参
照
。
ま
た
本
多
隆
成
『
定
本　

徳
川
家
康
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、
二

重
公
儀
体
制
論
に
否
定
的
な
立
場
か
ら
諸
説
を
整
理
し
て
い
る
。

（
14
）
前
掲
註
（
８
）
及
川
ａ
。
木
越
隆
三
氏
は
こ
う
し
た
普
請
の
あ
り
方
を
大
名
に
よ
る
丸
請

方
式
と
し
て
論
じ
て
い
る
（
木
越
隆
三
「
徳
川
期
大
坂
城
石
垣
普
請
の
造
営
組
織
と
大
名

組
の
役
割
」『
城
郭
石
垣
の
技
術
と
組
織
』
石
川
県
金
沢
城
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
）。
木

越
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
大
坂
の
陣
以
後
に
大
名
自
身
の
参
加
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
、

公
儀
普
請
の
性
格
が
変
容
し
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

（
15
）
こ
の
点
に
つ
い
て
福
田
前
掲
註
（
13
）
は
、笠
谷
和
比
古
氏
の
二
重
公
儀
体
制
論
に
つ
い
て
、

「
将
軍
型
公
儀
と
い
う
概
念
で
は
天
下
人
と
将
軍
が
一
致
し
な
い
と
い
う
徳
川
公
儀
内
部
に

あ
る
複
雑
な
矛
盾
構
造
の
説
明
を
妨
げ
る
」（
二
三
一
頁
～
二
三
二
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
16
）
白
根
孝
胤
「
慶
長
期
公
儀
普
請
奉
行
の
機
能
と
特
質
」（『
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
』

第
二
十
六
号
、
一
九
九
七
年
）。

（
17
）
白
峰
旬
『
日
本
近
世
城
郭
史
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
八
年
）。

（
18
）
本
報
告
書
と
関
連
す
る
視
点
か
ら
、
慶
長
期
の
公
儀
普
請
を
検
討
し
た
成
果
と
し
て
、
穴
井

綾
香
「
慶
長
十
四
年
丹
波
篠
山
城
普
請
の
意
義
」（『
日
本
歴
史
』
六
七
二
号
、
二
〇
〇
四

年
）、
長
屋
隆
幸
「
土
佐
藩
の
公
儀
普
請 

主
に
石
材
の
調
達
と
労
働
力
確
保
の
変
遷
に
つ
い

て
」（『
研
究
紀
要　

金
沢
城
研
究
』
第
八
号
、
二
〇
一
〇
年
）
が
あ
る
。

（
19
）
築
城
過
程
の
詳
細
に
関
す
る
服
部
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
服
部
英
雄
「
名
古
屋
城
築
城
考
・

普
請
編
」（『
名
古
屋
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
三
号
、二
〇
二
二
年
）
も
参
照
。

（
20
）
前
掲
註
（
８
）
及
川
ｂ
、
名
古
屋
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
『
西
の
丸
御
蔵
城
宝
館
開
館
記

念
特
別
展　

名
古
屋
城
誕
生
！
』（
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
、
二
〇
二
一
年
）。




